
令和８年度都区財政調整 新規算定・算定改善等 

 

(1) 議会総務費 

    項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

おくやみコーナー運営事業

費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  おくやみコーナー運営事業費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定後             ４，６８６千円（固定費）  
改定後 １０８ 

改定前 ０ 

増△減 １０８ 

 

【議会総務費／経常】 

男女共同参画事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  男女共同参画事業に係る経費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 改定前            １１，５８６千円（固定費） 

  改定後             １５，８９５千円（固定費） 

        

 
改定後 ３６６ 

改定前 ２６７ 

増△減 ９９ 

 

【議会総務費／経常】 

公金取扱手数料（指定金融

機関業務経費） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  公金取扱手数料について、指定金融機関業務経費に係る手数料が改

定されることを踏まえ、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 改定前            ４２，４６８千円（比例費） 

 改定後             ３，２７３千円（固定費） 

                  ４９，１３５千円（比例費） 

 
改定後 １，４６０ 

改定前 １，１９７ 

増△減 ２６３ 

 

 



(1) 議会総務費のつづき 

    項    目              説              明 

【議会総務費／経常】 

区民関係等事務費（人権擁

護員） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  人権擁護員に係る経費について、算定を廃止する。 

     

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前               ５７９千円（比例費）  改定後 ０ 

改定前 １６ 

増△減 △１６ 

 

【議会総務費／経常】 

区民関係等事務費（調査委

託料） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  区民関係等事務費に係る調査委託料について、算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前               ４６１千円（比例費） 

        

 
改定後 ０ 

改定前 １３ 

増△減 △１３ 

 

【議会総務費／経常】 

指定管理者選定等経費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

投資的経費に係る標準事業規模の見直しにあわせ、指定管理者選定
等に係る経費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前                            ３８９千円（固定費） 

           １，０８９千円（比例費） 

  改定後                             ８２４千円（固定費） 

           １，２３５千円（比例費） 

        

 
改定後 ５４ 

改定前 ４０ 

増△減 １４ 

 

【議会総務費／経常】 

区立施設定期点検調査費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

投資的経費に係る標準事業規模の見直しにあわせ、区立施設定期点
検調査に係る経費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前                      １０，３６４千円（固定費） 

          ５８，９８４千円（比例費） 

  改定後                       １８，２４３千円（固定費） 

          ７１，５７０千円（比例費） 

        

 
改定後 ２，４３６ 

改定前 １，９００ 

増△減 ５３６ 

 

 



 

(2) 民生費 

項 目 説 明 

【社会福祉費／経常】 

共同生活援助等事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  共同生活援助等事業に係る経費について、算定を充実する。 

  

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 
  改定前           ２６６，６１３千円（比例費） 

改定後           ３８６，７２５千円（比例費） 

 改定後 １０，８９８ 

改定前 ７，５１３ 

増△減 ３，３８５ 

 

【老人福祉費／経常】 

高齢者見守り推進事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

高齢者見守り推進事業に係る経費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定後  事業費       ４６，４０９千円（固定費） 

       特定財源      ３０，９３９千円（固定費） 

       差引一般財源    １５，４７０千円（固定費） 

 

 
改定後 ３５６ 

改定前 ０ 

増△減 ３５６ 

 

【老人福祉費／投資】 

密度補正 

 

（百万円） 

１ 概  要 

投資的経費に係る標準事業規模の見直しに合わせ、密度補正を廃止
する。 

 

 
改定後 ０ 

改定前 ０ 

増△減 ０ 

 

【児童福祉費／経常】 

  子供食堂推進事業費 

 

（百万円） 

改定後 ６３ ０ 

改定前   ０ ０ 

増△減 ６３ ０ 

 

 

 

１ 概  要 

  子供食堂推進事業に係る経費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定後  事業費        ４，９０９千円（比例費） 

     特定財源       ２，４５４千円（比例費） 

     差引一般財源     ２，４５５千円（比例費） 

 

 

 

 



(2) 民生費のつづき 

項 目 説 明 

【児童福祉費／経常】 

  高校生等医療費助成事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  高校生等医療費助成事業に係る経費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定後  事業費      ２８４，３９６千円（比例費） 

     特定財源     １４２，１９７千円（比例費） 

     差引一般財源   １４２，１９９千円（比例費） 

    

 

 

 
改定後 ３，６３１ 

改定前     ０ 

増△減 ３，６３１ 

 
【児童福祉費／経常】 

  子ども医療費助成事業費 

 

（百万円） 

改定後 ４４，５３８ ４１４ 

改定前 ４３，２８７ ０ 

増△減 １，２５１ ４１４ 
 

１ 概  要 

  乳幼児医療費助成事業及び義務教育就学児医療費助成事業に係る経
費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

 ・義務教育就学児医療費助成事業費 

  改定前            ９９８，３２１千円（比例費） 

  改定後          １,０１９，０８１千円（比例費） 

 ・乳幼児医療費助成事業費 

  改定前           ６９６，８６２千円（比例費） 

  改定後           ７２５，１０７千円（比例費）      

【児童福祉費／経常】 

第一子無償化への対応 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  東京都が開始した保育料第一子無償化に係る経費について、算定を
改善する。 

 

２ 算定内容 

 (1) 区立保育所 

  ＜標準区経費＞ 

   改定前  特定財源    ５６９，３４３千円（比例費） 

改定後  特定財源    ３４０，３０５千円（比例費） 

     

 (2) 区立認定こども園 

  ＜１人当たり経費＞ 

   改定前  特定財源        ５８６千円 

   改定後  特定財源        ２９４千円 

 改定後 ８，１７５ 

 
改定前 ２，５１６ 

 
増△減 ５，６５９ 

 



(3) 衛生費 

項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

予防接種費（帯状疱疹） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  予防接種（帯状疱疹）に係る経費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前            １３，８５２千円（固定費） 

１７，９９２千円（比例費） 

改定後  事業費       １４，２１８千円（固定費） 

９２，９８６千円（比例費） 

     特定財源          ４０千円（比例費） 

     差引一般財源    １４，２１８千円（固定費） 

９２，９４６千円（比例費） 

 

※標準区経費には、本経費に関連する事務経費（予防接種費）を含

む。 

 改定後 ２，９４６ 

 改定前 ８２５ 

 増△減 ２，１２１ 

 

【衛生費／経常】 

母子保健指導費（両親学級） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  母子保健指導費（両親学級）に係る経費について、算定を充実する。 
 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前             ３，７９４千円（比例費） 

改定後             ５，２３７千円（比例費） 

 改定後 １４８ 

改定前 １０７ 

増△減 ４１ 

 

【衛生費／経常】 

予防接種助成事業費（帯状

疱疹ワクチン） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  予防接種助成事業（帯状疱疹ワクチン）に係る経費について、算定
を廃止する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前  事業費       ５３，６３７千円（比例費） 

特定財源      ２６，８１８千円（比例費） 

差引一般財源    ２６，８１９千円（比例費） 

 改定後 ０ 

改定前 ７５６ 

増△減 △７５６ 

 

 



(3) 衛生費のつづき 

    項    目              説              明 

【衛生費／経常】 

衛生総務費（自動体外式除

細動器（ＡＥＤ）） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  投資的経費に係る標準事業規模の見直しにあわせ、自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）に係る経費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前             １，１７７千円（固定費） 

５，９８５千円（比例費） 

改定後             １，８５２千円（固定費） 

６，０２６千円（比例費） 

 

 改定後 ２１２ 

 改定前 １９５ 

 増△減 １７ 

 

【衛生費／経常】 

予防接種費（高齢者肺炎球
菌） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  予防接種（高齢者肺炎球菌）に係る経費について、算定を改善する。 
 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

改定前  事業費       １３，８５２千円（固定費） 

３８，８２０千円（比例費） 

     特定財源          ４０千円（比例費） 

     差引一般財源    １３，８５２千円（固定費） 

３８，７８０千円（比例費） 

改定後  事業費       １３，３０７千円（固定費） 

               ２２，４４７千円（比例費） 

     特定財源          ４０千円（比例費） 

     差引一般財源    １３，３０７千円（固定費） 

２２，４０７千円（比例費） 

 

※標準区経費には、本経費に関連する事務経費（予防接種費）を含

む。 

 改定後 ９３８ 

改定前 １，４１２ 

増△減 △４７４ 

 

 



(4) 清掃費 

項 目 説 明 

【清掃総務費／経常】 

総務管理費（産業医報酬） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  産業医報酬について、算定を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前               ３５２千円（固定費） 

                    ５７２千円（比例費） 

  改定後               ８８５千円（固定費） 

 

 
改定後 ２０ 

改定前 ２４ 

増△減 △４ 

 

【収集作業費／経常】 

作業運営費（粗大ごみ収集運

搬委託・粗大ごみ処理手数料） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  粗大ごみ収集運搬委託及び粗大ごみ処理手数料について、令和５年 
10月の粗大ごみ処理手数料の改定を踏まえ、特別区の令和６年度実績
に基づき算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前  事業費       ４５，９９３千円（固定費） 

２５８，５９４千円（比例費） 

       特定財源      ３２，５７２千円（固定費） 

                １３５，９２２千円（比例費） 

       差引一般財源    １３，４２１千円（固定費） 

                １２２，６７２千円（比例費） 

  改定後  事業費       ５７，３４７千円（固定費） 

３０１，１４４千円（比例費） 

       特定財源      ２２，２７２千円（固定費） 

                １５４，７４７千円（比例費） 

       差引一般財源    ３５，０７５千円（固定費） 

                １４６，３９７千円（比例費） 

 

 改定後 ４，８７６ 

改定前 ３，７１４ 

増△減 １，１６２ 

 

 



(5) 経済労働費 

    項    目              説              明 

【生活経済費／経常】 

公衆浴場助成事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  公衆浴場に対する助成に係る経費について、公衆浴場数及び助成単
価を見直し、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 
  改定前            １１，８８０千円（固定費） 
                  １４，５２０千円（比例費） 
  改定後            １１，８７９千円（固定費） 
                 １３，５７６千円（比例費） 
 

 
改定後 ６５６ 

改定前 ６８２ 

増△減 △２６ 

 

【産業経済費／経常】 

商工振興費（中小企業関連

資金融資あっせん事業（脱炭

素化関連）） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  中小企業関連資金融資あっせん事業（脱炭素化関連）に係る経費に
ついて、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 
改定後               ６１８千円（固定費） 

 改定後 １４ 

改定前 ０ 

増△減 １４ 

 

【産業経済費／経常】 

農業振興経費（態容補正Ⅱ） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  漁業振興に係る経費について、算定を廃止するとともに、農業振興
に係る経費について、算定を改善する。また、漁業振興に係る経費の
算定廃止を踏まえ、事業名を「農漁業振興経費」から「農業振興経費」
へ変更する。 

 

２ 算定内容 

＜態容補正＞ 

 改定前            ５４，４３８千円（比例費） 

 改定後            ８９，９４２千円（比例費） 

 改定後 ４，４９３ 

改定前 ４，２０２ 

増△減 ２９１ 

 

 



(6) 土木費 

    項    目              説              明 

【都市整備費／投資】 

防災生活圏促進事業（態容

補正） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

現在21項目を算定対象項目としているまちづくりに要する経費のう
ち、防災生活圏促進事業について、算定を廃止する。 

 改定後 ０ 

改定前 ０ 

増△減 ０ 

 

【都市整備費／投資】 

都市再生総合整備事業（態

容補正） 

 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  現在21項目を算定対象項目としているまちづくりに要する経費のう

ち、都市再生総合整備事業について、算定を廃止する。 

 
改定後 ０ 

改定前 ０ 

増△減 ０ 

 

【道路橋りょう費／経常】 

道路認定事務費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  道路の認定、廃止等に伴う測量調査及び道路台帳の作成管理等に係
る経費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 
改定前             ３，７５９千円（比例費） 
改定後            ３１，１４３千円（比例費） 

 

 改定後 ９５９ 

改定前 １１６ 

増△減 ８４３ 

 

 



(7) 教育費 

項 目 説 明 

【小学校費・中学校費／経常】 

学校職員費（校内別室指導 

支援員） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  校内別室指導支援員に係る経費について、新規に算定する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  ○小学校費 

   改定後            ６，８２２千円（固定費） 

  ○中学校費 

   改定後           １１，９８４千円（固定費） 

 改定後 ４３３ 

 改定前 ０ 

 増△減 ４３３ 

 
【小学校費・中学校費／経常】 

学校運営費（電気料・ガス

料・水道料） 

 

（百万円） 

１ 概  要 

学校運営費の電気・ガス・水道に係る経費について、算定を充実す

る。 

 

２ 算定内容 

  算定する測定単位について、小学校費は「児童数」「学校数」から

「学校数」に、中学校費は「生徒数」「学級数」「学校数」から「学

校数」に変更する。 

 

 ＜標準区経費＞ 

○小学校費 

改定前          ４３８，０３２千円（比例費） 

改定後          ７３３，７９８千円（比例費） 

  〇中学校費 

改定前          ３１３，５０１千円（比例費） 

改定後          ３３１，７８６千円（比例費） 

 

※改定後の経費には、「公共施設ＬＥＤ灯切替事業に伴う電力消

費量の反映」の影響分も含む。 

 

 改定後 １３１，５０３ 

 改定前 １２２，４２８ 

 増△減 ９，０７５ 

 

【小学校費・中学校費／経常】 

学校法律相談事業費 

 

（百万円） 

１ 概  要 

学校法律相談事業に係る経費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

○小学校費 

改定前              ４１０千円（固定費） 

改定後              ９６８千円（比例費） 

  〇中学校費 

改定前              １８４千円（固定費） 

改定後              ５２１千円（比例費） 

 改定後 ３４ 

 改定前 １４ 

 増△減 ２０ 

 



(7) 教育費のつづき 

項 目 説 明 

【その他の教育費／経常】 

 日本語適応指導事業費 

 

（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概  要 

  日本語適応指導事業に係る経費について、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前             ４，３１８千円（固定費） 

８，４６４千円（比例費） 

改定後            １７，１７５千円（固定費） 

 改定後 ３９５ 

 
改定前 ２３８ 

 増△減 １５７ 

 
【その他の教育費／経常】 

 私立幼稚園施設型給付費 

 

（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概  要 

  公定価格の見直し（処遇改善等加算の一本化）に伴い、施設型給付

費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前  事業費      ２９３，９１２千円（比例費） 

       特定財源     ２０１，３２９千円（比例費） 

       差引一般財源    ９２，５８３千円（比例費） 

  改定後  事業費      ３０３，９８４千円（比例費） 

       特定財源     ２０８，２２９千円（比例費） 

差引一般財源    ９５，７５５千円（比例費）   

 

※改定後の経費には、処遇改善等加算及び加算率に係る項目の単価

改定の影響分も含む。 

 

 改定後 ２，７０１ 

 改定前 ２，６１２ 

 増△減 ８９ 

 

 



(8) その他 

項 目 説 明 

【民生費・教育費／経常】 

私立保育所施設型給付費

等、私立認定こども園施設型

給付費等（民生費・態容補正

Ⅱ）、私立認定こども園施設

型給付費（教育費・態容補正

Ⅲ） 

 

（百万円） 

改定後 １２４，０４０ １２４，０４０ 

改定前 １２３，３７４ １２３，３７４ 

増△減 ６６６ ６６６ 

 

  

１ 概  要 

  公定価格の見直し（処遇改善等加算の一本化）に伴い、施設型給付
費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

(1) 私立保育所 

＜標準区経費＞ 

改定前  事業費   １，９３０，７１２千円（比例費） 

     特定財源  １，１１３，０１０千円（比例費） 

       差引一般財源  ８１７，７０２千円（比例費） 

改定後  事業費    １，９４８，１６４千円（比例費） 

     特定財源  １，１２６，７８２千円（比例費） 

     差引一般財源   ８２１，３８１千円（比例費） 

 

(2) 私立認定こども園 

＜態容補正（１園当たり経費）＞ 

【民生費（２・３号認定分）】  

改定前  事業費     １５６，６５５千円 

     特定財源     ９６，２２６千円 

     差引一般財源   ６０，４２９千円 

改定後  事業費     １５７，１４４千円 

     特定財源     ９６，６６３千円 

差引一般財源   ６０，４８１千円 

 

【教育費（１号認定分）】 

改定前  事業費      ８７，９０５千円 

     特定財源     ６０，２１５千円 

     差引一般財源   ２７，６９０千円 

改定後  事業費      ９０，５３１千円 

     特定財源     ６２，０１４千円 

     差引一般財源   ２８，５１７千円 

  

※改定後の経費には、処遇改善等加算及び加算率に係る項目の単

価改定の影響分も含む。 

 

 

 

 

 

 

 



(8) その他のつづき 

項    目              説              明 

【議会総務費他／経常】 

再任用職員住居手当支給開

始に伴う標準給及び再任用

（短時間）職員給与の見直し 

 

（百万円） 

改定後 ４９２，３５２ １２４，０４０ 

改定前 ４９２，３０３ １２３，３７４ 

増△減 ４９ ６６６ 
 

１ 概  要 

  令和７年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になった
ことを踏まえ、標準給の単価及び再任用（短時間）職員給与について、
算定を改善する。 

 

２ 算定内容 

 (1) 標準給 

改定前 改定後 

8,296,993円 8,297,272円 

 

(2) 再任用（短時間）職員給与 

改定前 改定後 

3,949,847円 3,954,611円 
 

【議会総務費他／経常】 

公共施設ＬＥＤ灯切替事業

に伴う電力消費量の反映 

 

（百万円） 

１ 概  要 

  標準施設の電気料等について、ＬＥＤ灯切替に伴う電力消費量の影
響を反映し、算定を改善する。 

  

２ 算定内容 

 (1) 「学校運営費（電気料・ガス料・水道料）」及び「投資的経費の

見直しに伴う経常的経費への反映」により、算定の改善を行った標

準施設の電気料等について、ＬＥＤ灯切替による削減効果として６

％を削減する。 

 

※影響額は、「学校運営費（電気料・ガス料・水道料）」又は、「投

資的経費の見直しに伴う経常的経費への反映」に含める。 

 

(2) 経常的経費の見直し対象外となっている施設（上記(1)以外）は、

過去の電気料削減を復元した上で、ＬＥＤ灯切替による削減効果を

反映させることで、本見直しによる増減を０とする。 

 改定後 ― 

改定前 ― 

増△減 ― 

 

 



(8) その他のつづき 

項 目 説 明 

【議会総務費他／経常・投資】 

投資的経費の見直しに伴う

経常的経費への反映 

 

 

(1) 経常的経費 

（百万円） 

１ 概  要 

投資的経費に係る標準事業規模の見直しに合わせ、施設の維持管理

運営費等の経常的経費について、算定を改善する。 

 

２ 算定内容（別紙参照） 

(1) 経常的経費 

標準施設の箇所数、直営委託比率、固定比例比率等について、投

資的経費に係る標準事業規模及び特別区の実態を踏まえて設定す

る。 

 

＜影響額＞   

 

フレーム 

改定前 

（百万円） 

フレーム 

改定後 

（百万円） 

需 要 額 

（百万円） 

議会総務費 7,407 11,029 3,622 

民 生 費 28,187 21,976 △6,211 

清  掃  費 1,730 1,358 △372 

土  木  費 678 784 106 

教  育  費 50,363 47,018 △3,345 

合   計 88,365 82,165 △6,200 

 

※フレーム改定後の経費には、「公共施設ＬＥＤ灯切替事業に伴

う電力消費量の反映」の影響分も含む。 

 

(2) 投資的経費 

一部の標準施設について、特別区の実態を踏まえ、標準事業規模

を再設定する。 

   

＜影響額＞ 

 

フレーム 

改定前 

（百万円） 

フレーム 

改定後 

（百万円） 

需 要 額 

（百万円） 

清  掃  費 2,490 2,348 △142 

土  木  費 476 456 △20 

教  育  費 34,975 34,664 △311 

合   計 37,941 37,468 △473 
 

 改定後 ８２，１６５ 

 改定前 ８８，３６５ 

 増△減 △６，２００ 

 

(2) 投資的経費 

（百万円） 

改定後 ３７，４６８ ３３８，０５０ 

改定前 ３７，９４１ ２０５，１８３ 

増△減 △４７３ １３２，８６７ 

 

(3) 合計 

（百万円） 

増△減 △６，６７３  
 

 



(8) その他のつづき 

項 目 説 明 

【議会総務費他／投資】 

 公共施設改築工事費の臨時

的算定 

 

（百万円） 

１ 概  要 

現在、耐用年数に対し１年分の事業量を算定している改築経費につ

いて、令和８年度に限り、以下の事業量を追加して算定する。 

 

２ 算定内容（追加分） 

  
追 加 

事業量 

標準区経費 

（千円） 

需 要 額 

（百万円） 

議会総務費 地域交流施設 1 415,189 10,298 

民 生 費 
心身障害者福祉 

施設 
1 144,743 4,168 

  高齢者福祉施設 2 494,312 11,609 

  児童福祉施設 2 1,021,074 26,870 

  小 計 － － 42,647 

衛 生 費 保健衛生施設 1 211,239 2,761 

清  掃  費 
清掃事務所及び 

清掃事業所 
1 58,909 1,355 

経済労働費 
消費者及び 

商工振興施設 
2 95,206 2,236 

土  木  費 区営住宅 1 126,209 3,400 

 道路公衆便所 2 26,102 600 

  公園公衆便所 2 88,519 2,401 

  小 計 － － 6,401 

教  育  費 小学校 2 4,554,347 113,754 

 中学校 2 2,514,498 47,289 

 校外施設 2 240,396 4,605 

  幼稚園 1 138,222 445 

  
生涯学習関連施設 

各種運動施設 
1 655,868 17,242 

  小 計 － － 183,335 

合 計 － － 249,033 
 

 改定後 ２４９，０３３ 

 改定前 ０ 

 増△減 ２４９，０３３ 

 

 



【現行算定】 【協議結果】 影響額（百万円）

経常的経費 投資的経費 経常的経費 投資的経費

（㎡）

直営 委託 直営 委託 （見直し前）

1 議総-1 区民センター 1 なし 1 全固定費 1 なし 1 全固定費 15,900 2,933

2 議総-2 地域センター 4 3 1
直営（固定費2、比例費
1）
委託（固定費1）

4 3 1 一部固定費（0.250） 9,240 667

3 議総-3 地域総合防災センター 1 1 なし 全固定費 1 1 なし 全固定費 370 △ 64

4 議総-4 災害対策要員住宅 1 1 なし 全固定費 1 1 なし 全固定費 1,500 247

5 議総-5 男女共同センター 1 1 なし 全固定費 1 1 なし 全固定費 900 △ 160

6 民生-1 心身障害者福祉施設 9 1.5 7.5 全比例費 7 1.5 5.5 全比例費 9,730 △ 4,084

7 民生-2 老人福祉施設 13 9 4

直営（固定費1、比例費
8）
委託（固定費1、比例費
3）

6 4 2 全固定費 2,970 △ 1,206

8 民生-3 老人福祉センター 1 なし 1
固定費0.125、比例費
0.875

1 なし 1 全固定費 800 △ 416

9 民生-4 地域包括支援センター 10 10 なし 全比例費 5 5 なし 全固定費 500 △ 504

10 清掃-1 清掃事務所及び清掃事業所 1 1 なし 3 3 なし 全固定費 3,960 4,200 △ 142

11 清掃-2 車庫 1 1 なし 1 1 なし 全固定費 1,200

12 土木-1 公衆便所（道路橋りょう費） 15 15 なし 全固定費 23 23 なし 全固定費 414 432 106 △ 20

13 土木-2 公衆便所（公園費） 120 120 なし 一部固定費（0.365） 協議が整わなかった項目として整理 1,404 -

14 教育-1 校外施設 2 1 1 全固定費 2 1 1 一部固定費（0.421） 8,080 8,800 322 △ 210

15 教育-2 図書館（中央館） 1 1 なし 全固定費 1 1 なし 全固定費 4,710 1,631

16 教育-3 図書館（地区館） 6 4 2 全比例費 6 2 4 全比例費 7,560 △ 5,429

17 教育-4 社会教育会館 2 1 1
直営（固定費１）
委託（比例費１）

3 1 2 全固定費 5,250 1,339

18 教育-5 体育館（プール有） 2 なし 2 全比例費 2 なし 2 全固定費 14,260 △ 2,497

19 教育-6 体育館（プール無） 1 なし 1 全固定費 2 なし 2 全比例費 5,140 496

20 教育-7 郷土資料館 1 なし 1 一部固定費（0.375） 3 2 1 全固定費 4,530 674

21 教育-8 野球場 12 なし 12 全比例費 10.8 なし 10.8 全比例費 68,796 △ 93

22 教育-9 運動場 4 なし 4 固定費１、比例費３ 6.6 なし 6.6 固定費2.3、比例費4.3 41,382 41,580 264 △ 1

23 教育-10 テニスコート 13 なし 13 全比例費 15 なし 15 全比例費 10,500 85

24 教育-11 屋外プール 4 なし 4 全固定費 3 なし 3 全固定費 990 1,140 △ 137 △ 100

合計 △ 6,200 △ 473

※　上記の影響額は施設ごとに端数処理をしているため、上表における各費目の計と本文中の各費目の計が一致しない場合がある。

　　 また、端数処理の結果、上表の縦計が一致しない場合がある。

投資的経費の見直しに伴う経常的経費への反映

箇所数 固定比例比率直営委託比率 直営委託比率

一部固定費（0.310（人
件費部分除く））

標準事業規模

協議結果

○　各施設の箇所数、直営委託比率、固定比例比率、経費について、特別区における実態を踏まえて設定する。
○　公衆便所（土木費、公園費）については、協議が整わなかった項目として整理する。
○　見直し後の直営施設数及び固定比例比率に整合させて標準区職員数を設定する。
○　一部施設について、投資的経費の標準事業規模を再設定する。

Ｎｏ. 費目 施設名

経常的経費

箇所数 固定比例比率

△ 372

別紙


